
令和３年２月２４日 

 

小値賀町介護予防センターの指定管理者の候補者の選定結果について 

 

小値賀町長 西 村 久 之 

 

小値賀町では、地方自治法第２４４条の２第３項及び小値賀町公の施設に係る指定管理者の指定

の手続等に関する条例の規定に基づき、小値賀町介護予防センター（令和３年４月１日管理開始予

定）の指定管理者の候補となる団体（以下「指定管理候補者」という。）について、公募を行い、小

値賀町公の施設に係る指定管理者選定委員会における意見徴収の結果、下記のとおり選定しました

のでお知らせします。 

 なお、選定された指定管理候補者については、指定管理候補者を指定管理者とする議案を３月議

会へ付議し、可決された場合には、指定期間開始時から本施設の運営に当たることとなります。 

 

記 

 

１ 施設の名称等 

（１）名 称  小値賀町介護予防センター 

（２）所在地  小値賀町笛吹郷２３６７番地 

（３）概 要  床面積 2 階 467.6 ㎡ 建築構造 鉄筋コンクリート 2階建 

 

２ 指定管理候補者 

（１）団体名  社会福祉法人 小値賀町社会福祉協議会 

（２）代表者名 会長 岩坪 義光 

（３）住 所  小値賀町笛吹郷２３６７番地 

 

３ 指定期間（予定） 

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間 

 

４ 公募の概況 

（１）応募団体数 １団体 

（２）応募団体名 社会福祉法人 小値賀町社会福祉協議会 

（３）応募日程  応募の受付期間 令和２年１１月４日～令和２年１２月４日 

         書類選考等   令和２年１２月５日～令和３年１月２８日 

         意見徴収の実施 令和３年１月２８日 

 

５ 審査委員会 

   委員長 近藤 進 副町長 

   委員  谷元芳久 総務課長 

委員  中村慶幸 産業振興課長 



委員  橋本 満 建設課長 

委員 橋本 博明 住民課長 

委員 永田 敬三 教育次長 

委員 前田 達也 福祉事務所長 

 

６ 選定の概況  

小値賀町介護予防センターの指定管理者募集要項に基づき、応募団体について評価を行い、

社会福祉法人 小値賀町社会福祉協議会を選定したものです。 

 

（１） 選定理由について 

小値賀町公の施設に係る指定管理者選定委員会において、応募団体から提出された書類及

び団体からの意見徴収により総合的に評価し、選考を行いました。その結果、次の理由によ

り社会福祉法人 小値賀町社会福祉協議会が指定管理候補者とすることにふさわしい団体で

あると評価されました。 

 

   ・社会福祉法において地域福祉の推進の中心的な担い手として位置づけられ、公平性や透明

性の高い運営がなされる法人であること。 

   ・地域福祉全体に関わる事業や、高齢者福祉・障がい者福祉・生活困窮者支援といった幅広い

福祉分野における様々な事業を展開しており、多様な分野での専門性を有する本町の福祉

施策の中核を担う団体であること。 

   ・地域福祉を推進する専門的なノウハウを有しており、効率的な運営ができる組織及び人材

が整っていること。 

 

（２） 審査結果一覧 

審査結果については以下のとおりです。 

 

評価区分 配点 候補者 

利用者の平等な利用確保及びサービスの

向上が図られるか 
４０．０ ３０．０ 

施設の効用を最大限に発揮できるか ２０．０ １３．７ 

適切な維持・管理並びに管理に係る経費

の縮減が図られるか 
１５．０ １１．３ 

事業遂行のための人員・資産・能力を有し

ているか 
２０．０ １４．４ 

その他（施設運営の実績等） ５．０  ４．３ 

合計 １００．０ ７３．７ 

   ※ 評価点数は、審査委員の平均値とする。 

   ※ 評価点は７３．７点であり、審査基準の６０点以上の評価点に達している。 

 


